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医　療　安　全　推　進　体　制

　

院 長

医療安全推進委員会
委 員 長 院長
副委員長 医療安全管理室長
委 員
事務局長
医療安全推進者 若干名
診療部門 検査部門 放射線部門 薬剤部門 看護部門
リハビリ部門 栄養部門 臨床工学部門 事務部門
医療安全管理者
医薬品安全管理責任者
医療機器安全管理責任者
医療放射線安全管理責任者
その他院長が必要と認める者

医療安全管理室
室 長 院長が任命
副室長 診療支援課長及び院長が任命

する者

医療安全管理者
医薬品安全管理責任者

医療機器安全管理責任者
医療放射線安全管理責任者
診療支援課職員（医療安全担当）医療事故調査委員会

委員長:医療安全管理室長

※必要に応じて開催

診療科安全推進専門部会
部会長 診療部長

総合診療科ＳＭ 消化器内科ＳＭ

肝臓内科ＳＭ 呼吸器内科ＳＭ

糖尿病内科ＳＭ 血液内科ＳＭ

腫瘍内科ＳＭ 腎臓・膠原病内科ＳＭ

循環器内科ＳＭ 脳神経内科ＳＭ

小児科ＳＭ 放射線科ＳＭ

緩和ケア内科ＳＭ 病理診断科ＳＭ

消化器・一般外科ＳＭ 呼吸器外科ＳＭ

乳腺・内分泌外科ＳＭ 心臓血管外科ＳＭ

脳神経外科ＳＭ 整形外科ＳＭ
形成外科ＳＭ 皮膚科ＳＭ

泌尿器科ＳＭ 産婦人科ＳＭ
耳鼻咽喉科・頭頚部外科ＳＭ 眼科ＳＭ
歯科口腔外科ＳＭ 麻酔科ＳＭ

救急科ＳＭ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科ＳＭ

検査安全推進
専門部会

部会長

総合検体検査ＳＭ

輸血検査ＳＭ

病理検査ＳＭ

生理検査ＳＭ

放射線安全推進
専門部会

部会長
放射線部ＳＭ

薬剤安全推進

専門部会
部会長

医薬品ＳＭ

注射薬ＳＭ

内外用薬ＳＭ
製剤ＳＭ

病棟ＳＭ
ﾏｽﾀｰ関連ＳＭ

栄養安全推進

専門部会

部会長

管理栄養士ＳＭ

リハビリテーション

安全推進専門部会

部会長
理学療法ＳＭ

作業療法ＳＭ
言語療法ＳＭ

看護安全推進専門委員会
委員長
看護部ＳＭ
各病棟ＳＭ
１階外来ＳＭ
２階外来ＳＭ
救急部・放射線部ＳＭ
腎センターＳＭ
内視鏡センターＳＭ
手術室・中央滅菌材料室ＳＭ
通院治療センターＳＭ
入院前支援室ＳＭ
退院支援室ＳＭ
検診センターＳＭ
緩和ケアセンターＳＭ
感染対策室ＳＭ

事務局安全推進

専門部会

部会長

総務課ＳＭ

業務課ＳＭ
医事・経営企画課ＳＭ
診療支援課ＳＭ

臨床工学安全推進

専門部会

部会長

臨床工学技士ＳＭ

※各安全推進専門委員会の委員長及び各安全推進専門部会の部会長は、医療安全推進委員会の委員をもって充てる。

※ＳＭ（ｾｰﾌﾃｨｰ・ﾏﾈｼﾞｬｰ）は医療安全推進者を意味する。

院内迅速・救急対応
専門委員会
委員長
（医療安全管理室長）
救急科医師

麻酔科医師
外科系診療科医師
内科系診療科医師
副看護部長
医療安全管理者
救急看護認定看護師
集中ケア認定看護師
クリティカルケア認定看護師

卒後臨床研修センター安全推進

専門部会
部会長（プログラム責任者）
研修医ＳＭ

検診センター安全推進

専門部会

部会長
検診センターＳＭ

医薬品安全管理委員会医療機器安全管理委員会 医療放射線安全管理委員会

報告書確認対策
専門委員会
委員長

（報告書確認管理者）

放射線科医師

病理診断科医師

診療放射線技師
臨床検査技師

医療安全管理者

※点線は必要に応じて開催する臨時の専門部会とする。


